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在
唐
新
羅
人
社
会
の
一
瞥 

︱
﹃
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
﹄
開
成
四
年
四
月
二
六
日
条
を
読
ん
で
︱

王
　
　
　
海
　
燕

入
唐
僧
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
以
下
、『
巡
礼
行
記
』
と
略
称
）
は
、
私
が
最
初
に
出
会
っ
た
日

本
人
の
日
記
で
あ
り
、
一
九
九
八
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
三
月
に
か
け
て
、
國
學
院
大
學
院
生
の
時
代
に
指

導
教
授
の
鈴
木
靖
民
先
生
の
ゼ
ミ
で
一
貫
し
て
研
究
対
象
と
し
て
い
た
。
大
学
院
修
了
後
、
仕
事
の
諸
事
情
で

し
ば
ら
く
『
巡
礼
行
記
』
を
離
れ
た
が
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
殆
ど
毎
年
末
に
、
中
国
側
の
協

力
者
と
し
て
國
學
院
大
學
研
究
チ
ー
ム
と
と
も
に
、『
巡
礼
行
記
』
に
基
づ
い
て
、
円
仁
の
足
跡
を
辿
っ
て
お

り
、
ま
た
今
年
、
二
〇
一
八
年
五
月
に
日
文
研
に
来
て
か
ら
、
友
人
の
神
戸
大
学
・
古
市
晃
先
生
の
ゼ
ミ
に
参

加
し
、
改
め
て
勉
強
す
る
気
持
ち
で
『
巡
礼
行
記
』
を
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
開
成
四
年
四
月
二
六

日
条
の
記
事
を
読
ん
だ
時
に
、
今
ま
で
あ
ま
り
気
に
留
め
て
こ
な
か
っ
た
「
騎
馬
乗
驢
」「
娘
子
」
な
ど
の
言

葉
に
興
味
が
湧
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
円
仁
は
承
和
遣
唐
使
の
船
に
乗
り
、
二
度
の
失
敗
を
経
験
し
、
よ
う
や
く
に
し
て
荒
波
を

渡
っ
て
、
承
和
五
年
（
唐
・
開
成
三
年
、
八
三
八
）
七
月
に
唐
土
に
到
着
し
た
。
し
か
し
、
天
台
山
行
き
の
許

可
を
な
か
な
か
取
れ
ず
、
日
本
に
空
し
く
帰
国
す
る
こ
と
と
な
っ
た
開
成
四
年
（
八
三
九
）
三
月
、
円
仁
は
求

法
の
志
を
遂
げ
る
た
め
唐
に
留
ま
る
と
い
う
意
思
を
固
め
た
の
で
あ
る
。
遣
唐
大
使
藤
原
常
嗣
の
承
諾
を
得
た

う
え
で
、
四
月
五
日
、
円
仁
と
弟
子
の
惟
正
・
惟
暁
お
よ
び
水
手
（
か
こ
）
の
丁
雄
満
の
四
人
は
遣
唐
使
一
行
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と
別
れ
、
海
州
東
海
県
東
海
山
の
東
辺
の
沿
岸
に
上
陸
し
、
密
州
を
経
て
天
台
山
に
行
く
こ
と
を
図
っ
た
が
、

日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
当
地
の
人
に
見
破
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
東
海
県
の
県
長
官
さ
ら
に
海
州
の
州
長

官
と
会
見
し
た
際
に
も
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
最
終
的
に
は
四
月
一
〇
日
、
偶
然
に
も
東

海
県
の
沿
岸
に
停
泊
し
て
い
た
帰
国
途
中
の
承
和
遣
唐
使
船
の
第
二
船
に
乗
せ
ら
れ
、
日
本
へ
の
帰
途
に
着
く

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
第
二
船
の
航
海
は
最
初
に
東
海
県
か
ら
東
を
目
指
し
た
が
、
風
向
に
よ
っ
て
山
東
半
島
に
向
か

い
、
登
州
管
内
の
海
岸
に
漂
着
し
、
四
月
二
六
日
午
前
に
乳
山
西
浦
に
停
泊
し
た
。
乳
山
は
現
在
山
東
省
威
海

市
管
轄
下
の
乳
山
市
に
位
置
し
、
文
字
通
り
乳
房
の
よ
う
な
形
を
し
た
山
で
あ
り
、『
巡
礼
行
記
』
に
も
「
乳

山
の
体
は
峻
峰
、
高
穎
に
し
て
、
頂
上
は
鋒
の
ご
と
く
、
山
根
は
嶺
よ
り
下
っ
て
六
方
を
指
す
（
乳
山
之
体
、

峻
峰
高
穎
、
頂
上
如
鋒
、
山
根
自
嶺
下
而
指
六
方
）」
と
語
ら
れ
て
い
る
（
註
一
）。
清
・
李
誠
『
萬
山
綱
目
』
巻
一
一

に
乳
山
が
「
乳
山
口
の
南
、
海
を
隔
て
る
（
乳
山
口
南
、
隔
海
）」「
乳
山
口
海
中
に
乳
山
あ
り
（
乳
山
口
海
中

有
乳
山
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
乳
山
の
北
側
の
乳
山
口
と
呼
ば
れ
る
海
湾
は
海
水
の
入
り
込
み
に
よ
っ
て
山
間

窪
地
に
形
成
さ
れ
た
良
港
で
あ
り
、
現
在
、
Ⅴ
字
状
の
湾
内
の
水
域
面
積
が
約
四
六
平
方
キ
ロ
、
海
湾
の
入
口

は
乳
山
の
西
側
に
位
置
し
、
南
向
き
で
幅
が
約
〇
・
七
五
キ
ロ
と
な
っ
て
い
る
（
註
二
）。『
巡
礼
行
記
』
に
は
、
乳
山
西

浦
の
ほ
か
に
乳
山
浦
・
乳
山
泊
口
・
乳
山
泊
・
乳
山
浦
な
ど
の
表
記
も
あ
る
が
、
す
べ
て
乳
山
を
標
示
し
、
乳

山
口
あ
た
り
の
港
や
入
り
江
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

唐
代
に
お
い
て
、
乳
山
口
は
登
州
の
海
の
玄
関
口
の
一
つ
で
あ
り
、
揚
州
・
楚
州
か
ら
新
羅
や
渤
海
へ
の
船

が
頻
繁
に
寄
港
し
て
順
風
を
待
つ
港
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
二
月
、
新
羅
の
清
海
鎮
の

張
宝
高
（
張
保
皐
）
の
部
下
で
あ
る
崔
暈
の
船
は
揚
州
か
ら
出
発
し
て
乳
山
浦
に
停
泊
し
、
新
羅
の
西
海
岸
を

目
指
し
た
と
い
う
（
註
三
）。
ま
た
、
科
挙
に
合
格
し
て
唐
の
官
僚
と
な
っ
た
有
名
な
新
羅
人
の
崔
致
遠
は
新
羅
へ
帰
国
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す
る
た
め
、
中
和
四
年
（
八
八
四
）
一
〇
月
に
揚
州
か
ら
船
に
乗
っ
て
出
発
し
た
が
、
帰
路
の
途
中
、
そ
の
船

も
乳
山
に
寄
っ
て
順
風
を
待
っ
て
い
た
（
註
四
）。

『
巡
礼
行
記
』
開
成
四
年
四
月
二
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
円
仁
ら
が
乳
山
西
浦
に
着
い
た
そ
の
日
（
四
月
二
六

日
）
の
午
後
に
、
新
羅
人
三
〇
人
余
り
が
馬
あ
る
い
は
驢
馬
に
乗
っ
て
円
仁
ら
の
と
こ
ろ
に
来
て
、「
押
衙
が

潮
の
落
ち
な
ば
来
た
り
て
相
看
ん
と
擬
す
。
所
以
に
先
に
来
た
り
て
候
迎
す
（
押
衙
潮
落
擬
来
相
看
、
所
以
先

来
候
迎
）」
と
話
し
か
け
た
。
や
が
て
、「
押
衙
は
新
羅
船
に
乗
り
て
来
た
る
。
船
を
降
り
て
岸
に
登
る
に
、
多

く
娘
子
あ
り
（
押
衙
駕
新
羅
船
来
。
下
船
登
岸
、
多
有
娘
子
）」
と
あ
る
。
こ
こ
に
現
れ
た
押
衙
は
そ
の
名
前

が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
新
羅
通
事
・
押
衙
」「
登
州
諸
軍
事
押
衙
」「
勾
当
新
羅
使
」
な
ど
の
肩
書
を

持
っ
て
い
る
新
羅
人
の
張
詠
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
註
五
）。
張
詠
の
役
目
は
登
州
文
登
県
の
新
羅
人
戸
を
管
理

す
る
こ
と
で
あ
る
（
註
六
）。
た
だ
し
、
円
仁
は
乳
山
浦
が
登
州
牟
平
県
の
南
界
と
記
し
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
乳
山
辺

り
は
文
登
県
に
隣
接
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
牟
平
県
管
内
で
あ
っ
た
（
註
七
）。
よ
っ
て
、
乳
山
西
浦
に
来
た
押

衙
は
別
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
も
し
そ
の
押
衙
が
張
詠
で
あ
れ
ば
、
彼
は
文
登
県
の

み
な
ら
ず
、
牟
平
県
の
南
部
沿
岸
の
港
や
新
羅
船
の
監
督
に
も
携
わ
り
、
そ
こ
で
行
政
的
県
を
超
え
て
乳
山
辺

り
の
在
唐
新
羅
人
の
社
会
と
も
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
押
衙
を
迎
え
た
シ
ー
ン
に
登
場
し
た
他
の
人
々
に
目
を
移
し
た
い
。
ま
ず
、
馬
や
驢
馬
に
乗
っ

て
来
た
新
羅
人
た
ち
を
取
り
上
げ
よ
う
。

唐
代
に
お
い
て
は
、
皇
帝
か
ら
庶
民
ま
で
の
幅
広
い
階
層
で
馬
に
騎
乗
し
て
出
か
け
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い

が
、
乗
り
物
が
人
の
身
分
を
表
す
も
の
と
さ
れ
た
た
め
、
騎
馬
に
関
す
る
規
定
が
し
ば
し
ば
出
さ
れ
た
。
例
え

ば
、
乾
封
二
年
（
六
六
七
）
に
職
人
・
商
人
の
乗
馬
を
禁
止
（
註
八
）、
貞
元
年
間
（
七
八
五
〜
八
〇
五
）
に
仕
官
で
な

け
れ
ば
大
き
な
馬
に
乗
っ
て
は
い
け
な
い
と
命
じ
た
（
註
九
）。
し
か
し
、
禁
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
晩
唐
に
な
る
と
商
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人
の
乗
馬
は
盛
ん
に
な
っ
た

（
註
一
〇
）。
馬
の
飼
育
に
は
金
が
か
か
る
た
め
、
社
会
的
地
位
の
低
い
商
人
た
ち
は
騎
馬
行

為
に
よ
っ
て
富
裕
層
に
属
す
る
こ
と
を
誇
示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、
驢
馬
は
馬
に
比
べ
る
と
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
唐
代
の
牛
僧
孺
の
『
玄
怪
録
』
と
李
復
言
の
『
続

玄
怪
録
』
の
両
方
に
収
め
ら
れ
た
伝
奇
小
説
「
杜
子
春
」
に
、
主
人
公
の
杜
子
春
は
金
持
ち
か
ら
貧
乏
人
へ
転

落
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
乗
り
物
も
貴
賤
の
順
で
馬
か
ら
驢
馬
、
さ
ら
に
徒
歩
に
変
わ
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
、

有
名
な
詩
人
杜
甫
は
「
奉
贈
韋
左
丞
丈
二
十
二
韻
」
の
詩
に
「
騎
驢
三
十
載
、
旅
食
京
華
春
、
朝
扣
富
児
門
、

暮
随
肥
馬
塵
、
残
杯
與
冷
灸
、
到
処
潜
悲
辛
」
と
書
き
、「
馬
」
を
富
に
、「
驢
」
を
貧
に
喩
え
、
自
分
が
仕
官

に
な
れ
ず
、
貧
し
い
生
活
を
送
り
、
三
〇
年
（
一
三
年
の
説
も
あ
り
）
に
わ
た
っ
て
驢
馬
に
乗
っ
て
い
た
こ
と

を
感
嘆
し
た
。
要
す
る
に
、
驢
馬
は
馬
よ
り
安
い
家
畜
で
、
地
位
の
低
下
や
経
済
的
な
貧
し
さ
を
表
す
乗
り
物

と
さ
れ
、
主
に
庶
民
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
前
述
の
新
羅
人
三
〇
人
余
り
は
全
員
在
唐
新
羅
人
で
あ
る
が
、
乗
り
物
か
ら
み
る
と
、
異
な
る
階

層
の
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
彼
ら
の
中
の
一
人
が
円
仁
に
よ
り
「
百

姓
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
「
百
姓
」
は
他
の
入
り
江
で
新
羅
船
九

隻
か
ら
な
る
承
和
遣
唐
使
の
帰
国
船
団
を
目
撃
し
た
と
い
う
情
報
を
円
仁
ら
に
伝
え
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
彼

ら
は
交
易
や
運
搬
に
関
係
す
る
新
羅
人
た
ち
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
押
衙
が
上
陸
し
た
際
に
、
多
く
の
「
娘
子
」
が
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
の
「
娘
子
」
の
意

味
に
つ
い
て
、
現
在
二
説
が
併
存
し
、
一
説
は
遊
（
註
一
一
）女
、
も
う
一
説
は
妻
ま
た
は
婦
人
を
意
味
す
る
と
し
て

い
（
註
一
二
）る
。
そ
も
そ
も
、
中
国
の
文
献
に
お
い
て
は
、「
娘
子
」
と
い
う
言
葉
は
接
尾
辞
を
有
す
る
名
詞
と
し
て
、

唐
初
に
成
立
し
た
『
北
斉
書
』
祖
珽
伝
に
初
見
す
る
。
こ
れ
は
祖
珽
か
ら
、
色
事
の
相
手
の
王
氏
未
亡
人
（
寡

婦
）
に
対
し
て
の
呼
称
で
あ
り
、
美
称
的
な
表
現
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
楊
貴
妃
も
皇
帝
・
玄
宗
の
寵
愛
を
得
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て
、
皇
后
同
様
の
礼
儀
や
待
遇
を
受
け
、
宮
中
で
「
娘
子
」
と
呼
ば
れ
た
と
あ

（
註
一
三
）る
。
楊
貴
妃
の
「
娘
子
」
は
寵

姫
の
証
し
で
あ
り
な
が
ら
、
皇
后
同
然
の
処
遇
に
よ
っ
て
女
主
の
意
味
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
、
正
史
の
み
な
ら
ず
、
唐
代
の
文
学
作
品
に
お
い
て
も
、「
娘
子
」
の
称
謂
が
し
ば
し
ば
み
え
る
。
例
え
ば
、

文
人
の
著
わ
し
た
小
説
の
中
で
教
坊
の
宮
妓
的
妓
（
伎
）
女
も
、
教
養
を
持
つ
遊
女
的
仙
人
も
「
娘
子
」
と
呼

ば
れ
る
（
註
一
四
）し
、
民
間
文
学
と
し
て
の
敦
煌
変
文
の
中
で
妻
も
主
人
に
「
娘
子
」
と
称
さ
れ
て
い
（
註
一
五
）る
。
従
っ
て
、

「
娘
子
」
と
い
う
用
語
は
唐
代
に
お
い
て
、
民
衆
ま
で
の
広
い
階
層
に
普
及
し
、
多
義
的
な
呼
び
名
で
あ
り
、

場
合
に
よ
っ
て
具
体
的
な
意
味
の
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
で
は
、
円
仁
の
記
し
た
「
娘
子
」
た
ち
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
巡
礼

行
記
』
に
お
い
て
は
、
女
性
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
「
女
弟
子
」「
女
」「
女
人
」「
女
道
士
」「
家
婦
」「
妻
」

「
婦
人
」
な
ど
が
あ
る
が
、「
娘
子
」
は
開
成
四
年
四
月
二
六
日
条
の
ほ
か
に
例
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
円
仁
は

明
ら
か
に
「
娘
子
」
を
「
妻
」「
婦
人
」
と
区
別
し
て
日
記
に
書
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
単
な
る

妻
あ
る
い
は
婦
人
の
意
味
と
し
て
「
娘
子
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
娘

子
」
た
ち
は
港
で
前
述
の
新
羅
人
た
ち
の
押
衙
を
迎
え
た
場
面
に
現
れ
た
こ
と
か
ら
、
押
衙
を
歓
迎
す
る
セ
レ

モ
ニ
ー
の
一
環
と
し
て
働
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
娘
子
」
た
ち
は
な
ぜ
こ
の
場

で
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
先
行
研
究
は
、
在
唐
新
羅
人
は
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し

て
、
唐
の
国
内
交
易
お
よ
び
海
上
交
易
で
活
躍
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
乳
山
周
辺
に
在

住
す
る
在
唐
新
羅
人
は
、
各
階
層
の
人
と
「
娘
子
」
を
動
員
し
て
押
衙
を
迎
え
る
こ
と
で
、
押
衙
の
面
子
を
立

て
て
満
足
さ
せ
、
押
衙
と
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
、「
娘
子
」
た
ち
は
場
を
盛
り
上
げ
、
押
衙
を
喜
ば
せ
る
役
割
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
意
味
で
妓
女
・
遊
女
に

近
い
性
格
を
持
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
と
推
想
で
き
る
。
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ち
な
み
に
、
押
衙
の
到
着
・
帰
宅
時
間
に
つ
い
て
気
に
な
る
点
が
あ
る
。『
巡
礼
行
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の

日
（
二
六
日
）、
押
衙
は
未
時
に
来
着
し
、
晩
頭
に
帰
っ
た
と
い
う
。
未
時
は
大
体
一
三
時
〜
一
五
時
の
間
で

あ
る
が
、
晩
頭
は
曖
昧
な
時
間
で
あ
る
。
唐
代
に
お
い
て
、
人
々
の
正
式
な
食
事
は
毎
日
朝
・
晩
の
二
膳
し
か

な
く
、
そ
の
中
で
晩
食
は
大
体
哺
時
（
申
時
、
一
六
時
）
以
後
に
行
な
わ
れ
（
註
一
六
）る
。
よ
っ
て
、
も
し
か
す
る
と
、

新
羅
人
は
宴
会
を
開
い
て
押
衙
を
も
て
な
し
、「
娘
子
」
た
ち
も
そ
の
宴
会
を
盛
り
上
げ
た
か
も
し
れ
な
い
と

想
像
す
る
。

以
上
、『
巡
礼
行
記
』
開
成
四
年
四
月
二
六
日
条
を
読
ん
で
在
唐
新
羅
人
の
人
間
関
係
作
り
の
一
様
相
を
思

考
し
て
み
た
。
円
仁
の
唐
滞
在
と
日
本
へ
の
帰
国
の
過
程
で
、
在
唐
新
羅
人
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
は
計

り
知
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
『
巡
礼
行
記
』
の
中
で
は
在
唐
新
羅
人
に
関
す
る
記
録
が
多
く
、
後
世
に
多
く
の
考

究
材
料
を
与
え
、
そ
こ
か
ら
在
唐
新
羅
人
社
会
の
諸
相
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

円
仁
は
乳
山
に
着
い
た
数
日
後
、
再
び
唐
に
滞
留
で
き
る
よ
う
に
動
き
始
め
た
。
同
年
（
八
三
九
）
六
月

に
、
在
唐
新
羅
人
の
協
力
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
登
州
赤
山
法
花
院
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
た
。
大
中
元
年

（
八
四
七
）
七
月
二
〇
日
に
、
会
昌
の
廃
仏
を
経
験
し
た
円
仁
は
、
乳
山
の
長
淮
浦
に
着
き
、
日
本
に
向
か
う

新
羅
人
の
船
に
乗
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
船
は
九
月
二
日
に
登
州
の
赤
山
浦
か
ら
日
本
へ
出
発
し
、
円
仁
の

在
唐
九
年
間
の
旅
が
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

註一 

『
巡
礼
行
記
』
開
成
四
年
四
月
二
六
日
条
。

二 

山
東
省
乳
山
市
地
方
史
志
編
纂
委
員
会
編
『
乳
山
市
志
』
第
二
編
・
自
然
環
境
・
海
域
・
海
湾
、
斉
魯
書
社
、

一
九
九
八
年
。

三 

『
巡
礼
行
記
』
開
成
五
年
二
月
一
五
日
条
。
山
崎
雅
稔
「
唐
に
お
け
る
新
羅
人
居
留
地
と
交
易
」、『
國
學
院
大
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學
紀
要
』
第
五
三
巻
、
二
〇
一
五
年
。

四 

崔
致
遠
『
桂
苑
筆
耕
集
』
巻
二
〇
・
上
太
尉
別
紙
五
首
（
四
）。

五 

金
文
経
「
在
唐
新
羅
人
社
会
と
仏
教
―
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
を
中
心
に
し
て
―
」、『
ア
ジ
ア
遊
学
』
第
二
六
号
、

二
〇
〇
一
年
四
月
。

六 

『
巡
礼
行
記
』
会
昌
五
年
八
月
二
七
日
条
。

七 

『
巡
礼
行
記
』
会
昌
七
年
閏
三
月
一
〇
日
条
。

八 

『
唐
会
要
』
巻
三
一
・
輿
服
上
・
雑
録
。

九 

唐
・
佚
名
『
大
唐
傳
載
』。

一
〇 

『
唐
会
要
』
巻
三
一
・
輿
服
上
・
雑
録
。

一
一 

今
西
龍
「
慈
覚
大
師
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
を
読
み
て
」（『
新
羅
史
研
究
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
、

初
出
一
九
二
七
年
）。

一
二 
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』
第
二
巻
・
開
成
四
年
四
月
二
六
日
条
註
五
、
法
蔵
館
、
一
九
八
九
年

（
復
刻
版
）。

一
三 

『
旧
唐
書
』
楊
貴
妃
伝
。

一
四 

崔
令
欽
『
教
坊
記
』、
張
鷟
『
遊
仙
窟
』
な
ど
。

一
五 

「
難
陁
出
家
縁
起
」「
舜
子
変
」「
秋
胡
変
文
」
な
ど
（
潘
重
規
編
『
敦
煌
変
文
新
書
』、
文
津
出
版
社
、

一
九
九
四
年
）。

一
六 

中
村
喬
「
早
食
と
點
心
」、『
立
命
館
文
学
』
第
五
六
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
。

（
浙
江
大
学
教
授
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
）


